
 

１. 人口・面積 

 

区 分 

 

市 名 

人  口   （単位 人） 

面 積 （k㎡） 
1） 

平成 22年 10月 1日 
2） 

平成 23年 4月 1日 

札   幌 １,９１４,４３４ １,９１５，５４２ １，１２１．１ 

仙   台 １,０４５,９０３ １,０４６,６５４ ７８８．１ 

さいたま １,２２２,９１０ １,２２６,３２４ ２１７．５ 

千   葉 ９６２,１３０ ９６３,０８８ ２７２．１ 

川   崎 １,４２５,６７８ １,４２６,９４３ １４４．４ 

横   浜 ３,６８９,６０３ ３,６８７,３１１ ４３５．８ 

相 模 原 ７１７,５６１ ７１７,７０１ ３２８．８ 

新   潟 ８１２,１９２ ８１０,０８６ ７２６．１ 

静   岡 ７１６,３２８ ７１４,５３０ １，４１１．８ 

浜   松 ８００,９１２ ７９９,４３６ １，５５８．０ 

名 古 屋 ２,２６３,９０７ ２,２６０,８９２ ３２６．４ 

京   都 １,４７４,４７３ １,４７１,４００ ８２７．９ 

大   阪 ２,６６６,３７１ ２,６６５,３７３ ２２２．４ 

堺 ８４２,１３４ ８４２,０１３ １５０．０ 

神   戸 １,５４４,８７３ １,５４２,４５８ ５５２．８ 

岡   山 ７０９,６２２ ７０９,１８２ ７８９．９ 

広   島 １,１７４,２０９ １,１７３,１７３ ９０５．３ 

北 九 州 ９７７,２８８ ９７３,１６１ ４８７．９ 

福   岡 １,４６３,８２６ １,４６９,０６９ ３４１．３ 

    

（注）1）出所：総務省統計局「平成 22年国勢調査人口速報集計結果」 

2）各都市の推計人口。仙台市の推計人口は、平成 23年 3月 1日現在の値 



 

２. 予算（平成 23 年度当初） 

（単位 千円） 

区分 

 

市名 

平 成 2 3 年 度 当 初 予 算  

公 債 会 計 

 総 額 一 般 会 計 特 別 会 計 1） 

 
企 業 会 計 

札 幌 1,419,860,000 846,400,000 
323,472,000 

(7会計) 

249,988,000 

( 6会計) 
381,083,531 

仙 台 849,028,136 441,156,000 
167,676,378 

(9会計) 

240,195,758 

( 6会計) 
105,848,837 

さいたま 750,179,243 440,890,000 
195,920,000 

(15会計) 

113,369,243 

(3会計) 
4,886,000 

千 葉 589,184,837 358,200,000 
162,660,298 

(13会計) 

68,324,539 

(3会計) 
137,452,086 

川 崎 1,082,871,667 618,022,387 
243,382,792 

(12会計) 

221,466,488 

(6会計) 
241,492,353 

横 浜 2,652,896,506 1,389,913,648 
653,627,608 

(15会計) 

609,355,250 

(7会計) 
585,134,461 

相模原 366,951,000 233,800,000 
165,753,000 

(10会計)  
32,602,000 

新 潟 615,237,704 359,600,000 
145,098,456 

(9会計) 

110,539,248 

(3会計) 
43,210,656 

静 岡 511,570,400 276,200,000 
147,794,400 

(13会計) 

87,576,000 

(3会計) 
39,194,100 

浜 松 492,116,150 275,000,000 
157,404,910 

(14会計) 

59,711,240 

(3会計) 
37,171,000 

名古屋 2,003,321,983 1,034,482,742 
518,186,066 

(11会計) 

450,653,175 

(6会計) 
557,146,232 

京 都 1,344,558,000 746,475,000 
350,597,000 

(16会計) 

247,486,000 

(4会計) 
272,825,000 

大 阪 3,008,429,685 1,720,549,707 
639,554,403 

   （10会計） 

648,325,575 

   （8会計） 
926,972,936 

堺 645,876,424 342,900,000 
197,582,183 

     （8会計） 

105,394,241 

     （3会計） 
35,701,709 

神 戸 1,459,690,109 745,229,163 
348,959,431 

(15会計) 

365,501,515 

(7会計) 
386,703,266 

岡 山 495,451,875 255,483,705 
163,312,193 

(12会計) 

76,655,977 

(5会計) 
37,721,573 

広 島 1,038,606,729 608,440,986 
237,258,928 

(20会計) 

192,906,815 

(3会計) 
127,574,996 

北九州 1,158,700,040 547,454,000 
328,041,900 

(24会計) 

120,262,140 

(5会計) 
162,942,000 

福 岡 1,381,344,642 766,182,000 
364,895,124 

(16会計) 

250,267,518 

(4会計) 
525,410,282 

      

（注）1) 特別会計、総額は、公債会計（公債管理特別会計、市債管理特別会計等）を含まない額。 

 

 



 

３．議会費予算（平成 23 年度当初） 

区 分 

 

 

市 名 

議 会 費 

（ 単 位  千 円 ） 

 

対前年度伸率 

（％） 

札 幌 ２，１７７，４６８ ２３．４ 

仙 台 １，８２１，３６７ １０．８ 

さ い た ま １，８２７，５５３ １０．７ 

千 葉 １，５８２，１９０ ２５．４ 

川 崎 １，９６２，７５８ ２３．１ 

横 浜 ３，３１８，３４５ １２．０ 

相 模 原 １，２１３，８０５ ２４．４ 

新 潟 １，３１７，８５５ ２８．０ 

静 岡 １，３２７，９６６ ２６．１ 

浜 松 １，１６１，３２０ ２０．４ 

名 古 屋 ２，７５８，１６５ １６．５ 

京 都 ２，５０８，０００ ２２．６ 

大 阪 ３，０５１，３９１ ９．２ 

堺 １，４７９，７３０ ２３．０ 

神 戸 ２，３４３，１５９ １６．６ 

岡 山 １，３７５，９６９ ２０．９ 

広 島 １，８８１，６５８ １５．６ 

北 九 州 ２，０１３，０３２ １９．２ 

福 岡 ２，１２１，６１９ １７．１ 

   

（注）1) 議会費は、関係職員費に相当する額を含めた額。 

 

 



４．議員数等

区分

市名 条例定数 公布年月日 適用年月 条例定数 公布年月日 適用年月

札　　幌 68 H10.3.30 H11.4 予定なし 67 10

仙　　台 60 H13.3.16 H15.4 55 H22.6.23 H23.5 57 5

さいたま 64 H18.9.22 H19.4 60 H20.10.17 H23.4 60 10

千　　葉 54 H18.9.29 H19.4 予定なし 54 6

川　　崎 63 H14.6.7 H15.1 60 H23.3.1 H23.4 60 7

横　　浜 92 H19.2.5 H19.4 86 H21.3.31 H23.4 86 18

相模原 52 H18.7.3 H19.4 49 H22.3.25 H23.4 49 3

新　　潟 56 H18.12.21 H19.4 56 H18.12.21 H23.4 56 8

静　　岡 53 H17.4.25 H21.4 予定なし 50 3

浜　　松 54 H19.3.16 H19.4.1 46 H22.9.29 H22.9.29 46 7

名古屋 75 H17.3.25 H19.4 予定なし 75 16

京　　都 69 H14.3.29 H15.4 予定なし 69 11

大　　阪 89 H14.3.29 H15.4 86 H22.3.29 H23.4 86 24

堺 52 H18.5.26 H19.4 予定なし 52 7

神　　戸 69 H18.3 H19.4 69 H18.3 H19.4 69 9

岡　　山 53 H19.1.22 H19.1 52 H21.10.8 H23.4 52 4

広　　島 55 H18.10.10 Ｈ19.4 予定なし 55 8

北九州 61 H14.12.9 H21.2 61 H14.12.9 H25.2 61 7

福岡市 63 H14.12.19 H15.4 62 H22.12.22 H23.4 62 7

平成22年12月31日現在の議員
の一般選挙時に適用された定
数条例等の内容*1

平成23年1月1日以降に適用予
定の議員定数条例等の内容*2

議　員　数

実数
(H23.7.1時点)

区数



５．議員の男女構成比 

都市名 
議員の男女構成比 (H23.7.1現在) 

実数（人） 女性（人） 比率（%） 

札幌市 67 17 25 

仙台市 57 10 18 

さいたま市 60 12 20 

千葉市 54 9 17 

川崎市 60 14 23 

横浜市 86 10 12 

相模原市 49 8 16 

新潟市 56 9 16 

静岡市 50 5 10 

浜松市 46 3 7 

名古屋市 75 13 17 

京都市 69 14 20 

大阪市 86 13 15 

堺市 52 11 21 

神戸市 69 14 20 

岡山市 52 8 15 

広島市 55 6 11 

北九州市 61 9 15 

福岡市 62 5 8 



６．会派別構成

区分
市名 名　　称 人数

札　　幌 札幌市議会自民党・市民会議 24

札幌市議会民主党・市民連合議員会 23

札幌市議会公明党議員会 9

日本共産党札幌市議会議員団 5

札幌市議会市民ネットワーク北海道 3

札幌市議会市政改革クラブ 2

札幌市議会みんなの党 1

合　　計 67

仙　　台 新しい翼 14

民主クラブ仙台 11

改革フォーラム 9

公明党仙台市議団 8

日本共産党仙台市議団 6

社民党仙台市議団 6

無所属 3

合　　計 57

さいたま 自由民主党さいたま市議会議員団 20

民主党さいたま市議団 14

公明党さいたま市議会議員団 11

日本共産党さいたま市議会議員団 7

改革フォーラムさいたま市議団 7

無所属 1

合　　計 60

千　　葉 自由民主党千葉市議会議員団 19

民主党千葉市議会議員団 10

公明党千葉市議会議員団 8

日本共産党千葉市議会議員団 6

末来創造ちば 6

市民ネットワーク 2

みんなの党千葉市議団 2

無所属 1

合　　計 54

川　　崎 自由民主党川崎市議会議員団 16

公明党川崎市議会議員団 13

民主党川崎市議会議員団 13

日本共産党川崎市議会議員団 10

みんなの党川崎市議会議員団 6

無所属 2

合　　計 60

横　　浜 自由民主党横浜市会議員団 30

民主党横浜市会議員団 17

公明党横浜市会議員団 15

みんなの党横浜市会議員団 14

日本共産党横浜市会議員団 5

神奈川ネットワーク運動・市民の党・無所属クラブ 3

ヨコハマ会横浜市会議員団 2

合　　計 86

会　　派



区分
市名 名　　称 人数

会　　派

相模原 新政クラブ 17

民主・新無所属の会 12

公明党相模原市議団 8

日本共産党相模原市議団 4

市民連合 3

みんなのクラブ 3

みんなの党相模原 2

合　　計 49

新　　潟 新市民クラブ 10

新潟クラブ 10

日本共産党新潟市議会議員団 7

市民クラブ 7

民主にいがた 6

市民連合 5

新風クラブ 5

公明党新潟市議団 4

無所属 2

合　　計 56

静　　岡 自由民主党静岡市議会議員団 23

新政会 10

公明党静岡市議会 6

日本共産党静岡市議会議員団 4

静友クラブ 2

虹と緑 2
市民自治福祉クラブ 1
清庵クラブ 1
市民クラブ 1
合　　計 50

浜　　松 自由民主党浜松 21
創造浜松 11
市民クラブ 6
公明党 5
日本共産党浜松市議団 2
社会民主党浜松 1
合　　計 46

名古屋 減税日本ナゴヤ 28
自由民主党名古屋市会議員団 19
公明党名古屋市会議員団 12
民主党名古屋市会議員団 11
日本共産党名古屋市会議員団 5
合　　計 75

京　　都 自由民主党京都市会議員団 23
日本共産党京都市会議員団 15
民主・都みらい京都市会議員団 13
公明党京都市会議員団 12
地域政党京都党京都市会議員団 4
みんなの党・無所属の会 2
合　　計 69

大　　阪 大阪維新の会大阪市会議員団 33
公明党大阪市会議員団 19
自由民主党大阪市会議員団 17
OSAKAみらい大阪市会議員団 9
日本共産党大阪市会議員団 8
合　　計 86



区分
市名 名　　称 人数

会　　派

堺 大阪維新の会堺市議会議員団 13
公明党堺市議会議員団 12
ソレイユ堺 10
日本共産党堺市議会議員団 8
自由民主党・市民クラブ 7
無所属 2
合　　計 52

神　　戸 民主党 14
自民党 14
公明党 12
日本共産党 9
みんなの党 8
自民党神戸 7
新社会党 2
住民投票☆市民力 2
無所属（たちあがれ日本） 1
合　　計 69

岡　　山 公明党岡山市議団 8
日本共産党岡山市議団 5
新風会 8
政隆会 14
市民ネット 7
明政クラブ 7
無所属 3
合　　計 52

広　　島 ひろしま保守クラブ 21
市民連合 9
公明党 8
市政改革クラブ 8
日本共産党 3
爽志会 3
無党派クラブ 1
地域デザイン 1
みんなの党 1
合　　計 55

北九州 北九州市議会自由民主党・無所属の会議員団 21
北九州市議会ハートフル改革市民連合 16
北九州市議会公明党議員団 11
日本共産党北九州市会議員団 10
市民の声 1
ふくおかネットワーク 1
議員定数削減北九州 1
合　　計 61

福　　岡 自由民主党福岡市議団 20
公明党福岡市議団 12
民主・市民クラブ 8
みらい福岡市議団 7
日本共産党福岡市議団 5
みんなの党福岡市議団 5
社民・市政クラブ福岡市議団 3
無所属 2
合　　計 62

1) 　H23.7.1時点



７．議員報酬

区分

市名
札　　幌 報酬額（千円） 1,040 950 860 － －

改定議決年月 H4.12 H4.12 H4.12
適用年月 H4.12 H4.12 H4.12

仙　　台 報酬額（千円） 1,020 910 840 － －
改定議決年月 H18.3 H18.3 H18.3
適用年月 H18.4 H18.4 H18.4

さいたま 報酬額（千円） 977 873 807 － －
改定議決年月 H19.12 H19.12 H19.12
適用年月 H20.1 H20.1 H20.1

千　　葉 報酬額（千円） 930 840 770 － －
改定議決年月 H18.6 H18.6 H18.6
適用年月 H18.7 H18.7 H18.7

川　　崎 報酬額（千円） 1,030 920 830 － －
改定議決年月 H19.3 H19.3 H19.3
適用年月 H19.4 H19.4 H19.4

横　　浜 報酬額（千円） 1,200 1,080 970 1,000 990
改定議決年月 H7.12 H7.12 H7.12 H7.12 H7.12
適用年月 H7.12 H7.12 H7.12 H7.12 H7.12

相模原 報酬額（千円） 779 713 670 － －
改定議決年月 H9.3.24 H9.3.24 H9.3.24
適用年月 H9.4.1 H9.4.1 H9.4.1

新　　潟 報酬額（千円） 778 700 653 653 653
改定議決年月 H18.3 H18.3 H18.3 H18.3 H18.3
適用年月 H18.4 H18.4 H18.4 H18.4 H18.4

静　　岡 報酬額（千円） 824 735 663 － －
改定議決年月 H15.4 H15.4 H15.4
適用年月 H15.4 H15.4 H15.4

浜　　松 報酬額（千円） 803 717 648 － －
改定議決年月 H14.12.17 H14.12.17 H14.12.17
適用年月 H15.1.1 H15.1.1 H15.1.1

名古屋 報酬額（千円） 1,025 878 790 790 790
改定議決年月 H22.9 H22.9 H22.9 H22.9 H22.9
適用年月 H22.11 H22.11 H22.11 H22.11 H22.11

京　　都 報酬額（千円） 1,064 978.5 912 912 912
改定議決年月 H22.3 H22.3 H22.3 H22.3 H22.3
適用年月 H22.4 H22.4 H22.4 H22.4 H22.4

大　　阪 報酬額（千円） 1,260 1,120 1,020 1,060 1,040
改定議決年月 H17.12.16 H17.12.16 H17.12.16 H17.12.16 H17.12.16
適用年月 H18.1 H18.1 H18.1 H18.1 H18.1

堺 報酬額（千円） 950 850 780 800 790
改定議決年月 H19.12 H9.3 H9.3 H9.3 H9.3
適用年月 H20.1 H9.4 H9.4 H9.4 H9.4

神　　戸 報酬額（千円） 1,140 1,040 930 960 945
改定議決年月 H4.5 H4.5 H4.5 H4.5 H4.5
適用年月 H4.5 H4.5 H4.5 H4.5 H4.5

岡　　山 報酬額（千円） 850 770 710 － －
改定議決年月 H8.4 H8.4 H8.4
適用年月 H8.4 H8.4 H8.4

広　　島 報酬額（千円） 1,060 930 860 － －
改定議決年月 H7.12 H7.12 H7.12
適用年月 Ｈ8.1 Ｈ8.1 Ｈ8.1

北九州 報酬額（千円） 1,090 980 880 － －
改定議決年月 H6.4.1 H6.4.1 H6.4.1
適用年月 H6.4.1 H6.4.1 H6.4.1

福　　岡 報酬額（千円） 1,060 970 880 － －
改定議決年月 Ｈ6.3 Ｈ6.3 Ｈ6.3
適用年月 Ｈ6.4 Ｈ6.4 Ｈ6.4

H23.4から特例選挙期日前日まで、議長150千円、副議
長130千円、議員100千円を左記報酬額から減額。

H23.4からH23.11まで、議長875千円、副議長782千円、
議員722千円に減額中。

議長 備考（減額特例など）
常任

副委員長
常任
委員長

議員副議長

議長・副議長、議員について、議員報酬月額50万円
（H23.5.1～当分の間）。

H22.4からH23.4まで、5%減額中。

H21.4.1からH23.3.31まで5％を特例により減額。H23.4.1
からH25.3.31まで20％を特例により減額。（H23.1.1より
報酬額を5％相当減額改定）H22.12.1議決

※議員報酬について，H7年度10％の減額，H15年度～
H17年度まで50千円～70千円の減額を実施。



８．特別職の給料（報酬）

区分

市名
札　　幌 報酬額（千円）*1 月 1,280 月 1,030 月 800 月 301 月 70 月 301 月 251 月 830

改定議決年月
適用年月

仙　　台 報酬額（千円）*1 月 1,310 月 1,020 月 ※１ 月 298 月 81 月 243 月 203 月 ※２
改定議決年月
適用年月

さいたま 報酬額（千円）*1 月 1,243 月 977 月 625 月 240 月 85 月 240 月 200 月 814
改定議決年月
適用年月

千　　葉 報酬額（千円）*1 月 1,190 月 960 月 680 月 258 月 67 月 201 月 169 月 700
改定議決年月
適用年月

川　　崎 報酬額（千円）*1 月 1,250 月 990 月 580 月 336 月 67 月 336 月 279 ※
改定議決年月
適用年月

横　　浜 報酬額（千円）*1 月 1,428 月 1,148 月 811 月 355 月 92 月 384 月 355 ※
改定議決年月
適用年月

相模原 報酬額（千円）*1 月 1,062 月 870 月 607 月 147.2 月 61.2 日 32 日 27.5 月 748
改定議決年月
適用年月

新　　潟 報酬額（千円）*1 月 1,163 月 939 月 778 月 79 月 47 月 143 月 123 月 817
改定議決年月
適用年月

静　　岡 報酬額（千円）*1 月 1,250 月 940 月 663 月 200 月 69 月 170 月 140 月 812
改定議決年月
適用年月

浜　　松 報酬額（千円）*1 月 1,277 月 928 月 655※ 月 76 月 45 日 27 日 21 月 740
改定議決年月
適用年月

名古屋 報酬額（千円）*1 月 1,467 月 1,100 ※１ 日 29.50 日 27.00 日 29.50 日 27.00 ※２
改定議決年月
適用年月

京　　都 報酬額（千円）*1 月 1,390 月 1,100 月 660 月 355 月 70 月 355 月 335 月 582
改定議決年月
適用年月

大　　阪 報酬額（千円）*1 月 1,420 月 1,130 日 42.1 日 35.1 日 11.7 日 42.1 日 35.1
改定議決年月
適用年月

堺 報酬額（千円）*1 月 1,190 月 990 月 227 月 198 月 66 日 32 日 27 月 793
改定議決年月
適用年月

神　　戸 報酬額（千円）*1 月 1,410 月 1,110 月 700 月 ※１ 月 80 月 360 月 320 月 ※２
改定議決年月
適用年月

岡　　山 報酬額（千円）*1 月 1,160 月 920 月 596 月 140 月 46 月 140 月 105 月 596
改定議決年月
適用年月

広　　島 報酬額（千円）*1 月 1,310 月 1,050 月 790 月 255 月 73 月 300 月 255 月 790
改定議決年月
適用年月

北九州 報酬額（千円）*1 月 1,340 月 1,060 月 640 月 336 月 102 月 336 月 298 月 700
改定議決年月
適用年月

福　　岡 報酬額（千円）*1 月 1,300 月 1,040 月 620 月 500 月 90 月 850 月 350 月 300

改定議決年月
適用年月

1) 　報酬額の、「日」は日額、「月」は月額、「年」年額を表す。

2) 　H23.7.1時点

H21.4 H21.4 H21.4 H8.12 H6.4 H21.4 H6.4 H6.4
H6.3 H21.3 H6.3 H6.3H21.3 H21.3 H21.3 H8.12

H6.4 H6.4 H6.4 H6.4 H6.4 H6.4 H6.4 H6.4
H6.3 H6.3 H6.3 H6.3H6.3 H6.3 H6.3 H6.3

H8.1 H8.1 H6.4 H8.4 H8.4 H8.4 H8.4 H13.4
H7.12 H7.12 H7.12 H13.3H7.12 H7.12 H6.3 H7.12

H21.8 H21.8 H21.8 H21.8 H21.8 H21.8 H21.8 H21.8
H21.7 H21.7 H21.7 H21.7H21.7 H21.7 H21.7 H21.7

H4.5 H4.5 H4.5 H4.5 H4.5 H4.5 H4.5
H4.5 H4.5 H4.5H4.5 H4.5 H4.5 H4.5

H9.4 H9.4 H20.1 H20.1 H9.4 H23.7 H23.7 H23.7
H9.3 H23.6 H23.6 H23.6H9.3 H9.3 H19.12 H19.12

H23.1.1 H23.1.1 H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1
H23.2 H23.2 H23.2 行政職給料表適用H22.12 H22.12 代表監査委員 監査委員

H8.7 H8.7 H8.7 H8.7 H8.7 H8.7 H8.7 H8.7
H8.8 H8.8 H8.8 H8.8H8.8 H8.8 H8.8 H8.8

H19.4 H22.4 H22.4 H23.4 H23.4 H23.4 H23.4 H22.4
H23.3 H23.3 H23.3 H22.3H19.3 H22.3 H22.3 H23.3

H19.4.1 H19.4.1 H19.4.1 H22.4.1 H22.4.1 H22.4.1 H22.4.1 H22.12.1
H22.3.24 H22.3.24 H22.3.24 H22.11.26H19.3.16 H19.3.16 H19.3.16 H22.3.24

H19.4 H15.4 H15.4 H17.4 H17.4 H17.4 H17.4 H15.4
H16.12 H16.12 H16.12 H15.4H19.3 H15.4 H15.4 H16.12

H18.4 H18.4 H18.4 H15.4 H15.4 H15.4 H15.4 H23.4
H15.3. H15.3 H15.3 H23.3H18.3 H18.3 H18.3 H15.3

Ｈ23.7 Ｈ23.7 Ｈ23.7 Ｈ23.4 Ｈ23.4 Ｈ23.4 Ｈ23.4 Ｈ23.7
Ｈ23.3 Ｈ23.3 Ｈ23.3 Ｈ23.6Ｈ23.6 Ｈ23.6 Ｈ23.6 Ｈ23.3

H23.4 H23.4 H23.4 H23.4 H23.4 H23.4 H23.4
H23.3 H23.3 H23.3 H23.3 H23.3 H23.3 H23.3

H19.4 H19.4 H19.4H19.4 H19.4 H19.4 H19.4
H19.3H19.3 H19.3 H19.3 H19.3 H19.3 H19.3

H18.7 H18.7 H18.7 H18.7H18.7 H18.7 H18.7 H18.7
H18.6 H18.6 H18.6 H18.6 H18.6 H18.6 H18.6 H18.6

H13.5 H15.4 H15.4 H13.5H20.1 H20.1 H13.5 H15.4
H19.12 H19.12 - H15.3 - H15.3 H15.3 -

H18.4 H18.4 H18.4 H8.10 H18.4 H18.4
H18.3 H18.3 H18.3 H8.12 H18.3 H18.3

H4.12 H4.12
H13.4
H12.3

委員長 委員

H4.12H4.12
H4.12

H4.12

議会選出

H4.12

市長 副市長
教育長

H4.12H4.12
H4.12H4.12

H4.12
H4.12

教育委員会監査委員
学識経験

常勤 非常勤

H4.12



区分

市名
札　　幌 月 237 月 115 月 164 月 101 月 301 月 251 月 96 月 67 月 47

仙　　台 月 243 月 121 月 203 月 101 月 243 月 203 月 78 月 63 - -

さいたま 月 132 月 69 月 99 月 58 月 240 月 200 月 72 月 53.6 月 53.6

千　　葉 月 125 月 63 月 94 月 48 月 258 月 224 月 67 月 53 月 53

川　　崎 月 267 月 135 月 210 月 106 月 336 月 279 月 42 月 31 - -

横　　浜 月 332 月 165 月 275 月 135 月 384 月 355 月 45 月 34 - -

相模原 日 27 日 18.9 日 23.2 日 16.2 日 32 日 27.5 月 81.7 月 45.1 - -

新　　潟 月 120 月 60 月 90 月 45 月 143 月 123 月 107.5 月 43 月 43

静　　岡 月 99 月 65 月 75 月 50 月 240 月 200 月 96.5 月 ①55 月 ②40

浜　　松 日 27 日 27 日 21 日 21 日 27 日 21 月 72 月 41 - -

名古屋 日 29.50 日 21.00 日 27.00 日 18.20 日 29.50 日 27.00 月 45 月 40.5 月 36

京　　都 月 300 月 121 月 270 月 107 月 355 月 335 月 74 月 65 月 55

大　　阪 日 42.1 日 35.1 日 35.1 日 29.3 日 42.1 日 35.1 日 4.2 日 3.9 日 3.5

堺 日 32 日 24 日 27 日 20 日 32 日 27 日 58 日 51 日 41

神　　戸 月 320 月 133 月 270 月 116 月 360 月 320 月 51 月 45 月 40

岡　　山 月 90 月 63 月 56 月 39 月 140 月 105 月 61 月 46 - -

広　　島 月 235 月 125 月 180 月 95 月 300 月 255 月 68 月 56 月 48

北九州 月 252 月 138 月 212 月 114 月 336 月 298 月 76 月 54 月 54

福　　岡 月 255 月 137 月 215 月 116 月 350 月 300 月 82 月 71※１ 月 46※２

H6.4 H6.4 H6.4 H6.4H6.4 H6.4 H6.4 H6.4
H6.3

H6.4
H6.3 H6.3 H6.3 H6.3H6.3 H6.3 H6.3 H6.3

H6.4 H6.4 H6.4 H6.4H6.4 H6.4 H6.4 H6.4
H6.3

H6.4
H6.3 H6.3 H6.3 H6.3H6.3 H6.3 H6.3 H6.3

H8.4 H8.4 H8.4 H8.4H8.4 H8.4 H8.4 H8.4
H7.12

H8.4
H7.12 H7.12 H7.12 H7.12H7.12 H7.12 H7.12 H7.12

H21.8 H21.8 H21.8 -H21.8 H21.8 H21.8 H21.8
-

H21.8
H21.6 H21.7 H21.7 H21.7H21.7 H21.7 H21.7 H21.7

H4.5 H4.5 H4.5 H4.5H4.5 H4.5 H4.5 H4.5
H4.5

H4.5
H4.5 H4.5 H4.5 H4.5H4.5 H4.5 H4.5 H4.5

H23.7 H9.4 H9.4 H9.4H23.7 H23.7 H23.7 H23.7
H9.3

H23.7
H23.6 H23.6 H9.3 H9.3H23.6 H23.6 H23.6 H23.6

H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1 H23.4.1
委員

H23.4.1
H23.2 H23.2 H23.2 会長職務代理者H23.2 H23.2 H23.2 H23.2

H8.7 H8.7 H8.7 H8.7H8.7 H8.7 H8.7 H8.7
H8.8

H8.7
H8.8 H8.8 H8.8 H8.8H8.8 H8.8 H8.8 H8.8

H23.4 H22.4 H22.4 H22.4H23.4 H23.4 H23.4 H23.4
H22.3

H23.4
H23.3 H23.3 H22.3 H22.3H23.3 H23.3 H23.3 H23.3

H22.4.1 H22.4.1 H22.4.1 -H22.4.1 H22.4.1 H22.4.1 H22.4.1
-

H22.4.1
H22.3.24 H22.3.24 H22.3.24 H22.3.24H22.3.24 H22.3.24 H22.3.24 H22.3.24

H17.1 H17.4 H17.4 H17.4H17.4 H17.4 H17.4 H17.1
H16.12

H17.4
H16.12 H16.12 H16.12 H16.12H16.12 H16.12 H16.12 H16.12

H19.1 H17.3 H15.4 H15.4H19.4 H19.4 H19.4 H19.1
H15.3.

H19.4
H18.12 H18.12 H17.2 H15.3H19.3 H19.3 H19.3 H19.3

Ｈ23.4 Ｈ23.4 Ｈ23.4 -Ｈ23.4 Ｈ23.4 Ｈ23.4 Ｈ23.4
-

Ｈ23.4
Ｈ23.3 Ｈ23.3 Ｈ23.3 Ｈ23.3Ｈ23.3 Ｈ23.3 Ｈ23.3 Ｈ23.3

H23.4 H7.12 H7.12 -H23.4 H23.4 H23.4 H23.4
-

H23.4
H23.3 H23.3 H23.3 H23.3H23.3 H23.3 H23.3 H23.3

H19.4 -H19.4 H19.4 H19.4 H19.4H19.4 H19.4
H19.3 H19.3

H19.4
H19.3 H19.3H19.3H19.3 H19.3 -

H18.7

H19.3

H18.7 H18.7 H18.7 H18.7H18.7 H18.7 H18.7 H18.7
H18.6 H18.6 H18.6 H18.6H18.6 H18.6 H18.6 H18.6

H13.5

H18.6

H14.10 H14.10 H13.5 H13.5H15.4 H15.4 H15.4 H15.4
H14.9 - - -H15.3 H15.3 H15.3 H14.9

-

H15.3

H18.4 H18.4 H8.10 H8.10H18.4 H18.4 H18.4 H18.4
H8.12 -H18.3 H8.12H18.3 H18.3 H18.3

H4.12

H18.3 H18.3

H4.12
H4.12

委員長

H4.12

人事委員会

H4.12
H4.12 H4.12

H4.12
H4.12

H4.12
H4.12

H4.12 H4.12

選挙管理委員会
委員長

区市
委員

区市

H4.12 H4.12

農業委員会

区市
委員

会長

H4.12 H4.12H4.12

委員



区分

市名
札　　幌

仙　　台

さいたま

千　　葉

川　　崎

横　　浜

相模原

新　　潟

静　　岡

浜　　松

名古屋

京　　都

大　　阪

堺

神　　戸

岡　　山

広　　島

北九州

福　　岡

①副会長　　　　　　　　②その他の委員

※１　行政職8級の最高号俸×1.25以内の額で市長が定める。（ → 監査委員個々人によって額が異なる）
※２　行政職8級の職員の例に準じる。（ → 教育長となった人に応じて額が異なる）
市長：20%、副市長：15%、常勤監査委員：7.5%カット

平成21年10月1日から平成25年6月13日まで、下記のとおりの割合で給料の減額措置を行っている。また、地域手当、
期末手当、退職手当についても減額措置を行っている。
市長：20%　　副市長：10%　　常勤の監査委員：10%　　教育長：10%

※教育長は行政職員の給料表を適用する※農業委員会は中央、南西部の方面別に設置。

※　行政職給料表を適用

特例条例により、市長▲10%、副市長▲7%、教育長・常勤監査委員▲5%減額（H22.1～H25.5）。

備考（減額特例など）

市農業委員会会長代理：53,600円（適用年月等は同じ）

教育長のみ、H14年3月改訂、同年4月1日適用。

※１　ただし「部会会長」
※２　ただし「委員」

（特例による減額）
市長 20％ 副市長 12％ 常勤監査委員・教育長 5％ （平21.12～平24.3）

※　識見を有する者から選任されて監査委員　月額76,000円（公認会計士である監査委員にあたっては、月額238,000
円）。

※１　行政職給料表に基づき市長の定める額
※２　行政職給料表に基づき教育委員会の定める額
現市長の任期中は給与月額50万円。副市長は給与20％減額（H22.4～H24.3）。

市長・副市長は10％減額。

※１　代表360　その他320
※２　教育長については、行政職給料表を適用。
平成15年４月から市長20％，副市長15％，常勤の監査委員10％減額特例あり。


